
入札説明書等に関する変更箇所一覧表（2）

1 要求水準書の変更部分

No 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 変更前 変更後

1 - - - - 目次

添付資料29　仮設計画平面図
添付資料30　熱供給実績
添付資料31　敷地進入出道路支障物件図
※添付資料の追加

2 22 第2編　第1章 1.2 1.2.3 (4)搬入・搬出日及び時間
ア 市収集車：毎週　月曜日から土曜日（祝日含む） ア 市収集車：毎週　月曜日から金曜日（祝日含む）

3 29 第2編　第1章 1.2 1.2.12
焼却灰及び飛灰処理物の

基準
表2-21

水分含有率（焼却灰）：基準値25％以下 ※項目の削除

4 150 第2編　第4章 4.1 4.1.9
非常用発電設備

(1)ク

オーバーホールや定期点検期間を除き、焼却施設、破砕施設が稼働する間は
運転すること。

オーバーホールや定期点検期間を除き、焼却施設が稼働する間は運転するこ
と。
※「、破砕施設」の削除

5 209 第3編　第2章 2.5 2.5.6
各種データの計測管理

表3-3

塩化水素：　40 mg/m3N

水銀：　30 mg/m3N

塩化水素：　40ppm

水銀：　30 μg/m3N

6
添付資料

4
インフラ設備取合い点

電気（3条を想定） 電気（4条を想定）

7
添付資料

4
インフラ設備取合い点

※電気（受電）の取合い点について修正



2 基本協定書(案）の変更部分

No. 頁 条 項 号 項目名 変更前 変更後

1 2 第4条 3 特定事業契約
(第 4 号の場合を除く。) （第3号の場合を除く。）

2 8 別紙2
網掛けあり 削除



3 基本契約書(案）の変更部分

No. 頁 条 項 号 項目名 変更前 変更後

1 - - - - 目次
第7条（特定事業契約） 第7条（特定事業契約の締結）

2 5 第11条 1
故障、事故等の発生時の対

応

運営・維持管理業務委託契約書［第35条］の規定に従い 運営・維持管理業務委託契約書第35条の規定に従い
※［］の削除

3 5 第11条 2
故障、事故等の発生時の対

応

次項に規定する 運営・維持管理業務委託契約書第35条第2項に規定する

4 5 第14条 3
運営事業者の損害賠償義

務等の履行の保証

運営・維持管理業務委託契約書［第46条第5項］の規定に基づき 運営・維持管理業務委託契約書第46条第5項の規定に基づき
※［］の削除



4 建設工事請負契約書(案）の変更部分

No. 頁 条 項 号 項目名 変更前 変更後

1 - 6 - -
契約書（表紙）
契約保証金

本約款第4条に規定するとおりとする。 本約款第5条に規定するとおりとする。

2 - - - - 契約書（表紙）
別紙の共同企業体協定書 基本契約第5条第2項の共同企業体協定書

3 - - - - 契約書（表紙）
本建設請負契約 本建設工事請負契約

4 - - - - 目次
駒岡清掃工場工事請負契約書　約款（案） 駒岡清掃工場更新事業建設工事請負契約書　約款（案）

5 1 第1条 2 2 総則
第3条の2第2項第1号 第4条第2項第1号

6 1 第1条 2 2 総則
第28条の規定 第27条第4項の規定

7 1 第1条 2 3 総則

(3)　「要求水準書等」とは、本入札に係る入札公告に際して発注者が公表した
要求水準書、入札説明書、リスク管理方針書及び質問回答書 を総称していう。

(3)　「要求水準書等」とは、本入札に係る入札公告に際して発注者が公表した
要求水準書、入札説明書、リスク管理方針書及び質問回答書（対面的対話議
事録を含む。以下同じ。） を総称していう。

8 1 第1条 2 7 総則
第3条の2第2項第1号 第4条第2項第1号

9 2 第3条 3
請負代金内訳書及び工程

表

第3条の2第2項第1号 第4条第2項第1号

10 6 第12条 5 監督員

請求、通知、報告、申出、承諾及び解除（第4条第4項、第44条第1項、第46条
第1項、第46条第3項、第47条第1項、第49条第1項、第49条第5項、第56条第3
項、第62条第2項の請求、第32条第2項、第33条第2項、第34条第8項、第40条
第2項、第58条第2項の通知、第41条第4項の申出、第45条第1項の承諾、第62
条第1項の解除を除く。）

請求、通知、報告、申出、承諾及び解除（第5条第4項、第44条第1項、第46条
第1項、第46条第3項、第47条第1項、第49条第1項、第49条第5項、第56条第3
項、第62条第2項の請求、第32条第2項、第33条第2項、第34条第8項、第40条
第2項、第58条第2項の通知、第41条第4項の申出、第45条第1項の承諾、第62
条第1項の解除を除く。）

11 11 第27条 条件変更等
本工事の施工 本工事の設計・施工

12 12 第29条 工事の中止
本工事の施工 本工事の設計・施工

※5か所

13 19 第50条 部分引渡し
第42条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」 第44条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」

14 21 第56条 4
履行遅滞の場合における損

害金等

前2項 前二項

15 23 第62条 1 2 受注者の解除権
第31条の規定による本工事等の実施 第29条の規定による本工事等の実施

16 23 第63条 3 解除に伴う措置

※以下を削除。
(第52条において準用する場合を含む。)
（第49条及び第53条の規定による部分払をしているときは、その部分払におい
て償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額）

17 23 第63条 3 解除に伴う措置
第60条又は第61条第2項 第59条又は第60条第2項



No. 頁 条 項 号 項目名 変更前 変更後

18 24 第63条 8 解除に伴う措置
第60条又は第61条第2項 第59条又は第60条第2項

19 24 第65条 1 解除に伴う措置
ただし、第22条に規定する ただし、第53条に規定する



5 運営・維持管理業務委託契約書(案）の変更部分

No. 頁 条 項 号 項目名 変更前 変更後

1 - - - - 契約書（表紙）
第7条第3項 第7条第2項

2 - - - -
別紙内訳書
1　焼却施設

※運営業務委託料Aの欄に「②CGSによる都市ガスの変動費用（予定額）」を追
加。また、※1中の「計画処理量」を「計画処理量等」に変更。

3 1 第１条 1 1 総則

要求水準書等 （要求水準書、入札説明書（以下に定義する。）及び質問回答
書（対面的対話議事録を含む。）を総称していう。以下同じ。）

要求水準書等 （要求水準書、入札説明書（以下に定義する。）、リスク管理方針
書及び質問回答書（対面的対話議事録を含む。以下同じ。）を総称していう。以
下同じ。）

4 3 第7条 2 一括再委託等の禁止
構成企業 構成事業者

5 5 第10条 1 業務範囲の変更
網掛けあり 削除

6 11 第37条 1 本施設の補修及び更新
補修計画及び要求水準書等並びに提案書 補修計画書及び要求水準書等並びに提案書

7 11 第37条 1 本施設の補修及び更新
更新計画及び要求水準書等並びに提案書 更新計画書及び要求水準書等並びに提案書

8 16 第49条 1 賠償の予定
基本契約第7条第4項第1号から第3号 基本契約第7条第3項第1号から第3号

9 16 第49条 1 賠償の予定

同条第4項第1号又は第2号のいずれか 同条第3項第1号
※「又は第2号のいずれか」の削除

10 17 第53条 4
本運営・維持管理業務委託
契約の期間満了及び解除
による終了に際しての措置

受託者は、前二項に規定する引継ぎが終了し、かつ、第6項に規定する修繕を
終了したときは、後任事業者に対し、委託者が指定する期日までに本施設を引
き渡す。

受託者は、前二項に規定する引継ぎが終了したときは、後任事業者に対し、委
託者が指定する期日までに本施設を引き渡す。
※「、かつ、第6項に規定する修繕を終了し」の削除。

11 17 第53条 5
本運営・維持管理業務委託
契約の期間満了及び解除
による終了に際しての措置

委託者は、第3項の規定に基づき本運営・維持管理業務委託契約の終了後に
おいて本業務を継続した場合、別紙3記載の算定した運営・維持管理業務委託
料を、受託者が後任事業者への引き渡しを終了するまでの期間につき、受託者
に支払う。この場合において、支払条件等については、委託者と受託者との協
議により定める

委託者は、第3項の規定に基づき本運営・維持管理業務委託契約の終了後に
おいて本業務を継続した場合、別紙3記載の算定した運営・維持管理業務委託
料を、受託者が後任事業者への引継ぎを終了するまでの期間につき、受託者
に支払う。この場合において、支払条件等については、委託者と受託者との協
議により定める

12 20 第63条 1 第三者への賠償
ただし、第64条の規定によって ただし、次条の規定によって

13 25 別紙2
様式第15号-2-1（別紙1及び別紙2） 様式第15号-2-1（別紙1-1、別紙1-2及び別紙2）


